
カオナビサービスご利用規約の主な変更点

対象

条項
変更内容（変更点※は太字）※形式的な修正を除く 改定の趣旨

第3条

第6項
変更

６　当社は、本サービスへの申込みが、以下の各号のいずれかに該当する場合は、自己の裁量で本サービス契約の申込みが無効であったものとみな

すことができるものとします。

①　不実の内容にて申込みが行われたと当社が判断した場合

②　当該申込者が、本サービス又は当社の他のサービスにおいて利用規約上の義務を過去に怠ったことがある場合、又は今後も怠るおそれがあると

当社が判断した場合

③　本サービスの継続的な提供が合理的な理由により困難であると当社が判断した場合

④　当社サービスと競合又は類似する製品又はサービスの開発・改良（当該開発・改良へ協力する行為も含みます。）その他当社サービスの調査を

目的とした申込みであると当社が判断した場合

⑤　その他当社が業務の遂行上著しい支障があると判断した場合

お申込を無効と見做す事由を追加いたしまし

た。

第14条

第２項

変更

追加

２　お客様は、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行ってはなりません。

①～③（略）

④　本サービスへ不正アクセスを行う行為又はそれを試みる行為

⑤　　（略）

⑥　当社サービスと競合又は類似する製品又はサービスの開発・改良（当該開発・改良へ協力する行為も含みます。）その他当社サービスの調査を

目的として本サービスへアクセスする行為

⑦　当社及び第三者の権利を侵害する行為並びに不利益若しくは損害を与える行為又はそのおそれのある行為

⑧～⑩（略）

⑪　本サービスに含まれる通信機能を利用して、違法、虚偽、有害若しくは不適切な内容を含む表現を送信又は当該表現へのアクセスを可能にする

行為、並びに誹謗中傷、公序良俗に反する、卑猥、暴力的・残虐、差別的及びヘイト等、他のユーザーにとって不愉快・不適切な内容を含む表現を

送信又は当該表現へのアクセスを可能にする行為

⑫~⑯（略）

禁止行為を追加いたしました。

第17条

第３項
追加

前項の規定に関わらず、受領当事者は、自己の責任において、以下の者に対し必要最小限の範囲内で秘密情報を開示し利用できるものとします。

①　　（略）

②　第20条に基づき業務を委託される当社の再委託先

③～⑤（略）

「カオナビ」サービスの再委託先に対して、

弊社が秘密情報を開示できる旨を追記いたし

ました。


